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食の安全・安心フォーラム

「知って安心！健康食品との上手な付き合い方」

健康食品とのつきあい方

～安心・安全に利用するために～

国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所

国立健康・栄養研究所

東泉 裕子 



「健康食品」の安全性・有効性情報（HFネット）

食品保健機能研究センターでは、健全な食生活の推進を目指して、
「健康食品」が関連した健康被害を防止し、正しい情報を提供するため
「健康食品」の安全性・有効性情報のウェブサイト（HFネット）を公開しています

HFネット

二次元バーコード
を読み込むか
検索してね！
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本日お話すること

1. 健康食品とはなにか

2. 健康食品を安全に使うために
知っておきたいこと

3. 健康食品の正しい情報の探し方

健康食品を取り巻く現状と、
適切に利用するために必要なことについてご紹介します。
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本日お話すること

1. 健康食品とはなにか

2. 健康食品を安全に使うために
知っておきたいこと

3. 健康食品の正しい情報の探し方

健康食品を取り巻く現状と、
適切に利用するために必要なことについてご紹介します。
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健康食品とは

いわゆる「健康食品」には定まった定義はなく
「保健機能食品」と

その他のいわゆる「健康食品」があります

いわゆる「健康食品」のうち、錠剤、カプセル剤等の
形状の食品が「サプリメント」と呼ばれています

健康食品＝“食品”の一種

医薬品とは違い「治す」ではなく
「健康の保持増進」を目的としています

“病気を治す”表現はNG！
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保健機能食品とは

国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されて
いる食品です。保健機能食品以外の食品には、食品の機能を表示することはでき
ません。保健機能食品以外の、その他のいわゆる「健康食品」は一般食品です。

国が安全性と機能性を審査
して、消費者庁が許可。

国が定めた表現を表示。
（ビタミン、ミネラル等。
届出不要。）

消費者庁へ届出。（審査はな
く、許可されたものではない）

機能性の表示ができない
その他のいわゆる「健康食品」を含む

一般食品

特定保健用食品 

栄養機能食品

医薬品

医薬部外品

保健機能食品

いわゆる「健康食品」

機能性の表示ができる

機能性表示食品

9



HFネットで特定保健用食品の情報を掲載

ここをクリック
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機能性表示食品の情報は消費者庁のHPに

ここをクリック

ここからも

出典：消費者庁ウェブサイト
（https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/search）
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14

紅麹を含む健康食品による健康被害の問題

2024年3月22日
• 小林製薬は、紅麹を使った機
能性表示食品を自主回収する
と発表

• 摂取した消費者から腎疾患な
どの健康被害が発生

• 死亡症例408名、入院症例558
名（2025年3月16日時点）

出典：厚生労働省ウェブサイト（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/daietto/index_00013.html）
国立健康・栄養研究所ウェブサイト（https://hfnet.nibn.go.jp/）



紅麹関連製品に係る事案を受けた制度改正

機能性表示食品

食品表示基準（内閣府令）において、

• 健康被害と疑われる情報を得た場合には、速やかに消費者庁
長官、都道府県知事等に提供すること等を規定。

• 届出者の遵守事項として、錠剤、カプセル剤等食品について
は GMPに基づく製造管理を規定。

• 表示の方法や表示位置などの方式等を見直し。（ 摂取する上
での注意事項として、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止
のための注意喚起を具体的に記載する等）

• 表示内容を具体的に規定。様式等は内閣府告示で定める等

令和7年4月から、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」は
「機能性表示食品の届出等に関する手引き」となった
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紅麹関連製品に係る事案を受けた制度改正

特定保健用食品

食品衛生法施行規則において、

• 健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合
には、都道府県知事等に速やかに提供すること等を義務化。

「特定保健用食品の表示許可等について」において、

• 届出者の遵守事項として、錠剤、カプセル剤等食品については
GMPに基づく製造管理を規定。
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本日お話すること

1. 健康食品とはなにか

2. 健康食品を安全に使うために
知っておきたいこと

3. 健康食品の正しい情報の探し方

健康食品を取り巻く現状と、
適切に利用するために必要なことについてご紹介します。
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医薬品との併用

今飲んでいる薬、ありませんか？

一緒に飲んで
大丈夫？？

保健機能食品等は疾病に罹患していない人の健康維持
を目的としており、医薬品の代わりとして使用することや
医薬品と併用することで問題が生じる恐れがあります。

健康に不安を感じる方は、まず医師に相談、医薬品を服用
されている方は、まず医師、薬剤師に相談してください。
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多種類の健康食品の摂取

何種類もの「健康食品」、一緒に飲んでいませんか？

・同じ成分が重なる⇒合計量が想定以上に
・作用の重なり⇒眠気/血圧・血糖値/出血リスクなど
・添加物・カフェイン等の総量も増える

“飲むほど良い”は誤解！必要最小限、一製品ずつ
効果の実感のないまま飲み続けないで！ 24



健康被害の疑い

体調不良の原因が健康食品？

体調が変だとおもったら・・・

・ 中止が最優先（自己判断で続けない）

・ 受診・相談（医師・薬剤師/自治体窓口）

・ 記録を残す（製品名・成分・開始日・症状・他製品）

・ 情報提供で守られる安全（行政・公的サイト）

STOP 相談 記録 報告

27



過剰摂取

「健康食品」を過剰に摂取していませんか？

・ 表示の上限（１日当たり目安量）を超えない

・ “早く効かせたい”心理が誘う量の上振れ

・ 複数製品で同成分がダブルと過量に

・ 体調変化＝すぐ中止し、相談

「健康食品」だからと言って
どれだけ摂取しても良いわけではないんだね・・・
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安全に使うためのポイント

1. 成分・容量を守る

2. 複数を併用しない

3. 医薬品との併用は医師・薬剤師に相談

4. 体質・年齢に注意（子ども・妊婦・高齢者）

5. 体調変化に気づいたらすぐ中止・相談
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情報があふれる時代にどう選ぶ？

項目 SNS・口コミ 行政・公的情報

情報源 個人・企業・広告主 国・研究機関・公的団体

根拠 体験談・感想が中心 科学的根拠・審査・届出に基づく

更新性 流行や話題に左右される 正式な調査や審議後に更新

注意点 宣伝・誇張・デマの可能性 内容がやや専門的な場合あり

信頼性 混同した情報 高い信頼性

“拡散”よりも“確証”を！

発信者を確認（誰が書いた情報？）
根拠を確認（科学的データ？体験談？
出典を確認（公的サイトにある？）

正しい情報を見極める３つのステップ
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HFネットをご活用ください！

HFネットではイラストを用いたコラム、SNS等で一般向けに情報発信をしています
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アドバイザリースタッフについて

民間団体・組織が養成と資格認定を行っており、
「食品保健指導士（公益財団法人日本健康・栄養食品協会）」
「健康食品管理士/食の安全管理士（一般社団法人日本食品安全協会）」
「NR・サプリメントアドバイザー（一般社団法人日本臨床栄養協会）」などがあります

薬局・薬店、病院、販売メーカーのお問い合わせ窓口、
日本食品安全協会、日本臨床栄養協会、アドバイザリースタッフ研
究会で健康食品の相談を受け付けています

アドバイザリースタッフは

健康食品についての正しい
情報を提供します
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SNSでも情報発信中！

X、Facebook、Instagram、Threadsでみんなの知りたい！を発信中 40



例：Facebookでの「健康食品」の被害関連情報

国の機関の情報

健康被害のあるとき

国内外の被害関連情報を発信しています
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医薬品成分を含む「無承認無認可医薬品」

健康食品による健康被害には違法に医薬品成分が加えら
れた「無承認無認可医薬品」によるものが多くあります

日本では医薬品に相当する成分が含まれている海外製のサプリメ
ントが報告されています。
海外でも医薬品成分が含まれていたとして注意喚起されたサプリメ
ントが多くあります。

HFネット掲載情報 製品の利用により健康被害があった国内外の注意喚起情報４２例の内訳
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医薬品成分を含む「無承認無認可医薬品」

「無承認無許可医薬品」には

インターネット等を利用して海外から個人輸入した
製品、またダイエットや強壮を謳った製品が多く報
告されています

例えば、ネット経由で販売されていたダイエット用ゼリー（Detoxeret Jelly）の摂
取により、動悸、頭痛、めまい等の健康被害が複数件発生。 医薬品成分（肥
満治療薬）である「シブトラミン」などの成分が検出された事例等。

強い効き目をアピールしたサ
プリメントにも注意
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景品表示法に基づく措置命令

「健康食品」において、健康の保持増進効果等に関して、
著しく事実に相違する、または著しく人を誤認させるような広告
は、「健康増進法」や「不当景品類及び不当表示防止法（景品
表示法）」で禁止されています。

これに違反すると、必要な措置をとるべきとの措置命令が出さ
れます。

例えば
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素材情報データベース

ここをクリック

SNSでの紹介イラスト

▼素材情報データベースhttps://hfnet.nibn.go.jp/material-infodb/

具体的で専門性の高い情報を含むため、一般の人は情報の有無を確認し、詳しくは
専門家にお問い合わせください。

特定保健用食品や機能性表示食品、およびその他のいわゆる「健康食品」の原材料に
用いられている素材1）や成分2）について、有効性や安全性に関わる情報を科学論文に
おける試験内容から収集・要約して掲載。

「有効性」「健康被害」「相互作用」の３つのデータベースで構成。

1）素材：植物、食品、エキス等
2）成分：化合物（アラニンやアルギニンなどのアミノ酸、リコピンやルテインなどのカロテノイド、
ポロフェノール等）
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健康のための基本となる
バランスのよい食生活

について
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食事バランスガイドに沿った食生活と死亡リスク

国立がん研究センターの多目的コホート研究１）では食事

バランスガイド遵守得点2)が高いほど、総死亡リスク、循

環器疾患死亡リスク及び脳血管疾患死亡リスクが少な

いことが報告されています

２）主食（ごはん、パン、麺）、副菜（野菜、きのこ、いも、海藻料理）、主菜（肉、魚、卵、大豆料
  理）、牛乳・乳製品、果物、総エネルギー、菓子・嗜好飲料由来のエネルギーの各摂取量を10点満
 点として評価し、70点満点の食事バランスガイド遵守得点を算出

1）多目的コホート研究は国立がん研究センターで全国11保健所と国立
循環器病研究センター、大学、研究機関、医療機関などと共同で実

  施するコホート研究 (特定集団を長期に追跡して調査する研究)

１０点増えるごとに７ー11％リスクが下がっていました。
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まとめ 今日からできる健康食品とのつきあい方

健康食品は「食品」

病気を“治す”ものではなく、健康を“保つ”ための補助。
過信せず、日々の食事・生活が基本。

安全に使う

成分・量を守り、併用・過剰摂取を避ける。
体調に変化を感じたら中止・相談。

情報を確かめる

SNSより根拠を。HFネットなど公的情報で確認。
「誰が言っているか」「根拠があるか」をチェック。

“知って安心、選んで安心”を心がけましょう！
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ご清聴ありがとうございました

HFネット公式アンバサダー
さっぷりんH、さっぷりんF

HFネット公式アンバサダー
さぷるん、さぷりん

HFネットは消費者庁事業及び補助金等で作成、運営しています。

健康食品の安全性・有効性情報（HFネット）https://hfnet.nibn.go.jp/
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1

健康食品の品質確保への取組み

(公財) 日本健康・栄養食品協会

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会

増山明弘

令和7年度 名古屋市 食の安全・安心フォーラム

2025年11月15日



公益財団法人 日本健康・栄養食品協会

1979年 (財) 日本健康食品研究協会発足

1985年 (財) 日本健康食品協会発足

1992年 (社) 日本栄養食品協会と統合し、

 (財) 日本健康・栄養食品協会に改称

2011年 (公財) 日本健康・栄養食品協会

  2020年 特定保健用食品公正取引協議会設置

【沿革】

理事長：矢島 鉄也
会員数：617社、 賛助会員数：9社
（2025年9月30日現在）

健康食品、保健機能食品及び特別用途食品等に関する情報の収集、調査研究及び適切な知識の

普及啓発を行うとともに、これら食品の栄養表示については健康増進法並びに食品表示法の趣旨に則

り適正な普及に努め、また健康食品については、公衆衛生上及び国民の健康の保護の見地から基準の

設定並びに当該認定制度の運営を行い、もって国民の健康の保持増進に寄与することを目的とする

【活動の目的】

公益財団法人として、広く事業者を支援することにより、
消費者の健康の保持増進を目指す
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(公財)日本健康・栄養食品協会の活動

(公財)日本健康・栄養食品協会

健康食品の

認証・認定事業
(第三者認証) 

特定保健用食品・

機能性表示食品・

特別用途食品の支援

安全性自主点検認証

認定健康食品(JHFA)

健康食品GMP

食品保健指導士

健康食品に使用する原材料の本質的安全性

規格基準に基づいた製品の製品設計･品質規格

製造工程における製造管理・品質管理

原材料

製品

製造所

PRISMA2020
対応支援

届出・広告相

談

システマティック
レビュー作成

届出資料事
前点検

届出後の分析

実施状況公開

届出資料作

成の手引書

特定保健用食品の申請支援

各種相談

その他
・健康食品に関わる情報発信
・学術誌「健康・栄養研究」の刊行
・広報活動、行政機関及び諸団体との連携

機能性表示食品の届出支援

「食品保健指導士」(アドバイザリースタッフ)の養成事業(講習会開催)

健康食品相談室(消費者向け)、健康食品いろいろ相談室(事業者向け)
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(公財)日本健康・栄養食品協会ホームページ

URL:https://www.jhnfa.org/
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2024

2015

2001

1991 特定保健用食品

栄養機能食品

機能性表示食品

1971 「46通知」無承認無許可医薬品の指導取締り（食薬区分）

2009

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会：

「詳説 機能性表示食品制度」（新日本法規出版株式会社 2020年）を基に作図

健康食品・食品の機能性の歩み

1996国内でサプリメント
販売可能

ビタミン、ミネラル、ハーブが食品として販売可能に1997～

錠剤・カプセルが食品として
使用可能

特別用途食品

薬事法（2014薬機法）1960

食品衛生法1947

「平成17通知」(厚労省)

2020指定成分含有食品制度
(GMP義務化)

「311通知」(通知改正)

食品基準行政移管(厚労省→消費者庁)

2005

紅麹関連製品事案

2021HACCP義務化(食品事業者)

機能性表示食品改正

「311通知」一部改正(微生物関連原材料)

「311通知」チェックリスト・項目解説 2025

2006GMP認証(日健栄協)開始

錠剤、カプセル状等
食品の原材料の安
全性及び製造管理

第三者認証制度

錠剤、カプセル剤等食品の原材料の
安全性及び製造管理の指針
(「平成17年通知」改訂)

食品表示基準改正

・健康被害報告義務化

・GMP義務化

・パッケージ表示改訂

・自己評価導入 など
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健康食品の品質確保

安全性
原材料・成分

製造管理
原料・製品

有効性
成分・製品

健康食品

いわゆる健康食品
特定保健用食品
機能性表示食品

：

商品開発
関与成分・規格

健康食品(健康の維持・増進効果を訴求)：様々な観点からの品質確保が必要

法令遵守
表示・広告

摂取上限量
摂取目安量

作用メカニズム

原材料受入
製造管理
品質管理

科学的根拠
試験方法・結果
商品コンセプト

製品配合
成分含有量
製品規格

パッケージ
商品広告

ホームページ

広告研究会

JHFA認定

認定事業
GMP認定

保健機能食品支援

6



*2024.12.27：一部改正(微生物関連原材料の製品標準書の作成)

「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針（ガイドライン）」及び

「錠剤、カプセル剤等食品の適正な製造管理及び品質管理（GMP）に関する指針（ガイドライン）」について

（厚生労働省健康・生活衛生局 食品基準審査課長)  （令和6年3月11日 健生食基発0311第2号）

「311通知」：概要

製品設計における留意事項原材料の安全性 製造管理及び品質管理(GMP)

「311通知」 事業者による自主的取り組みを求めたもの

(別添1) 錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する

自主点検及び製品設計に関する指針

(別添2) 錠剤、カプセル剤等食品の適正な製

造管理及び品質管理（GMP）に関する指針

日健栄協 

認定・認証

安全性自主点検

(原材料)

JHIFA(認定健康食品)

(製品品質)

GMP(製造管理・品質管理)

(製造所)

7



認定健康食品(JHFA)

最終製品の適切な
製品設計･品質規格

→ 安全・安心で高品質な健康食品を消費者に届けるために

→ 健全な健康食品業界発展のために

製品品質

製造工程

事業者が行った安全性評価が一定の水準に達し

ていることを第三者（有識者）確認する。 

健康食品・サプリメント製品の構成素材（原材

料）について、事業者が自己点検した事項を有

識者による審査会で審査を行い、認証する。

食品カテゴリーごとに品質に関わる規格基準を設

定する。規格基準適合、パッケージ表示、分析

値、原料規格等の製品品質に関する項目につい

て、有識者による審査会で審査を行い、認定す

る。認定製品にはJHFAマークが表示される。

日健栄協のGMPガイドラインに沿って、GMPのソフ

ト面とハード面から、日健栄協のGMP調査員が書

類及び実地の調査を行い、調査結果をもとに有識

者による審査会で審査を行い、健康食品の製造

所として認証する。

原材料

安全性自主点検認証

機能発現を意図した原
材料の本質的安全性

健康食品GMP

製造工程における
製造管理・品質管理

日本健康・栄養食品協会の認定・認証 8



認定数増
(大手事業者)

GMP認証
(日健栄協)

2006年

継続したレベル向上
(中間・更新調査)

(第三者認証)

「311通知」

機能性表示食品
GMP要件化

GMP工場認証制度

「平成17通知」
(厚労省)

2005年 2024年

A：従業員100名以上

B：従業員30～99名

C：従業員30名未満

認定証

申請 書類調査 実地調査 審査 認定 更新

製造所毎に申請 GMP調査員による調査・指摘・改善 認定審査会(外部有識者)

GMP認定の流れ

9



情報発信と相談

行政（厚労省、消費者
庁、東京都 など）

情報の見極めが必要

・どれが信頼できる情報か？

・自身に必要な情報は？

業界団体

学術団体

事業者（製品、HP）

情報
様々な情報

（有効性、安全性、法規制、商品 など）

SNS・口コミ

相談窓口の利用 →業界団体、消費生活センター、お客様相談室(事業者) など

10



(公財)日本健康・栄養食品協会の活動

(公財)日本健康・栄養食品協会

健康食品の

認証・認定事業
(第三者認証) 

特定保健用食品・

機能性表示食品・

特別用途食品の支援

安全性自主点検認証

認定健康食品(JHFA)

健康食品GMP

食品保健指導士

原材料

製品

製造所

特定保健用食品の申請支援

各種相談

その他 行政機関及び諸団体との連携

機能性表示食品の届出支援

「食品保健指導士」の養成事業

健康食品相談室(消費者向け)

11

認定制度・マークによる

健康食品の安全性・品質確保

事業者支援による

保健機能食品の普及

アドバイザリースタッフ育成、

各種相談による

消費者への正しい情報提供

行政・事業者・消費者の橋渡し



名古屋市の取組み

名古屋市保健所生活衛生部食品衛生課

1

令和7年1１月15日（土） 食の安全・安心フォーラム



食の安全・安心の確保の実施体制

2

保 健 所

食 品 衛 生 課

保健センター(16区)

食 品 衛 生 検 査 所

食 肉 衛 生 検 査 所

衛生研究所

環 境 薬 務 課

健 康 増 進 課

関係部署(消費生活センター等)

連 携

連 携

名古屋市

食 の 安 全 ・ 安 心 の 確 保 の 体 制



いわゆる健康食品とは

3

一般食品

保健機能食品

医薬品
医薬部外品等特定保健用

食品
栄養機能
食品

機能性表示
食品

「いわゆる健康食品 ＝ 食品」



関係法令①

4

〈食品衛生法〉
• 人の健康を損なうおそれがある食品(医薬品等を除く全ての飲食物)
の製造・販売等の禁止

• 製造等の基準や成分規格に合わない食品の製造販売等の禁止

〈食品表示法〉
食品表示基準（食品を安全に摂取し、選択するために必要な内容を定
めたもの）に違反した食品の販売の禁止

⚫食品取扱施設や流通食品の監視指導
⚫衛生管理を実施する事業者の支援
⚫食品の検査(微生物、添加物、アレルギー物質 等)



関係法令②

5

〈健康増進法〉
誇大表示（健康保持増進効果等の事実と相違又は誤認する表示）の禁止

⚫医薬品的な効果効能等を謳う食品の広告の指導
⚫食品の検査(医薬品成分の含有疑い)

⚫健康保持増進効果等に関する食品の広告の指導

〈医薬品医療機器等法〉
医薬品と誤認されるような効能効果を表示・広告の禁止



健康被害に関する事例

6

区 分 内 容

探知 2024年3月22日
（同年10月10日に食中毒と大阪市が判断）

原因（推定） 青カビ由来の「プベルル酸」
（紅麹原料の製造中に青かび（P. adametzioides）が
混入し、増殖した可能性が考えられた）

主要症状 倦怠感、頻尿、尿の泡立ち、手足の浮腫 等

主な対応 対象製品の回収命令（食品衛生法第59条第1項）、
工場への立入調査、検査による混入経路の推定 等

◆ 紅麹を含むいわゆる「健康食品」に関する事例（大阪市）

（出典：大阪市 食中毒詳報）
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◆名古屋市における主な対応

• 摂取者への聞き取り調査

• 回収対象品等の調査（製造・販売事業者）

• 消費者及び事業者への注意喚起

• 医師会、薬剤師会への情報提供

• 市役所関連部署への情報提供及び連携



本事例を踏まえた制度の改正

8

◆ 事業者による機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化
機能性表示食品の届出者は、製品との因果関係が不明であっても、医師の診断を受
けた健康被害と疑われる情報を把握した場合は、速やかに消費者庁長官および都道
府県知事等に情報提供することを遵守事項とする。

◆機能性表示食品のGMP※への適合の要件化
機能性表示食品であるサプリメント（錠剤・カプセル剤等）について、GMPに基づく
品質管理を行うことを、届出者の遵守事項とする。

※ Good Manufacturing Practice（適正製造規範）

◆機能性表示食品の容器包装の表示方法の見直し
機能性表示食品であることが正しく伝わるように「機能性表示食品」である旨の表
示やその表示位置等についての規定が見直された。

健康被害の情報提供の義務化

機能性表示食品制度の信頼性を高めるための措置



名古屋市の取組み

9

市 民

名古屋市（保健所等）

情報提供・連携

製 造 者
販 売 業 者

他自治体 厚生労働省
消 費 者 庁

• 市公式ＨＰ
• ＳＮＳ(ＬＩＮＥ、Ｘ)
• 啓発動画

相談等

情報発信

情報発信

監視・検査等

健康被害情報
の報告

病 院

受診

届出



消費者へのアンケート

10

食の安全・安心モニターへのアンケート（令和7年9月）

⚫ 健康食品のイメージについて（複数選択可）

17.3%

4.1%

46.9%

31.6%

14.3%

23.5%

16.3%

56.1%

39.8%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食品だから安心

薬の代わりになる

簡単に栄養補給ができて便利

病気の予防に効果がある

病状の改善に効果がある

美容やダイエットに効果がある

効果が期待できない

行き過ぎた宣伝・広告が目立つ

高額である

その他

(N=98)
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⚫ 健康食品の利用目的について（複数選択可）

⚫ 健康食品の利用について
利用している(したことがある)・・・72名
利用したことがない・・・２６名（内12名は、健康食品に興味があると回答）

38.9%

33.3%

29.2%

34.7%

15.3%

8.3%

27.8%

11.1%

16.7%

11.1%

18.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

体調維持

健康の増進

疲労回復

特定の栄養素の補給

病気の予防

病状の改善

美容（美肌、美白など）

痩身・ダイエット

老化予防

睡眠の質の向上

免疫力を上げるため

(N=72)



情報発信

12

啓発動画

市公式HP 公式ＬＩＮＥ 公式Ⅹ
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ぜひ、ご活用ください！



別添（名古屋市情報提供資料） 

1 

消費者アンケート結果 

 

１ 調査期間および報告者数  

対   象 ：令和７年度食の安全・安心モニター（市内在住又は在勤在学） 

調査期間 ：令和７年９月 

回答者数 ：９８人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調査結果 

問 1 あなたが健康食品だと思う食品を選んでください。(複数選択可) 

問 2 健康食品のイメージとして当てはまるものをお答えください。（複数選択可） 

問 3 あなたは、「健康食品」を利用していますか。 

問 4 「健康食品」の利用をやめたのはなぜですか。（複数選択可） 

問 5 何種類の「健康食品」を併用しています(いました)か。 

問 6 「健康食品」を利用している（していた）目的は何ですか。（複数選択可） 

問 7 「健康食品」の利用に際し、だれかに相談しましたか。（複数選択可） 

問 8 「健康食品」をどこで入手しています（いました）か。（複数選択可） 

問 9 利用している（していた）「健康食品」に満足していますか。 

 

 

問１ あなたが健康食品だと思う食品を選んでください。(複数選択可) 

 回答内容 人数 割合 

1 サプリメント・ビタミン剤 60 61.2% 

2 栄養ドリンク 28 28.6% 

3 健康茶・ダイエット茶 41 41.8% 

4 ダイエット食品 16 16.3% 

5 バランス栄養食 40 40.8% 

6 発酵食品 51 52.0% 

7 ゼロカロリー／カロリーオフ飲料（炭酸飲料等） 3 3.1% 

8 健康食品だと思う食品はない 10 10.2% 

9 その他 1 1.0% 

その他の主な内容（1件） 

・野菜、アサイー、ケール、チアシード等の属にスーパーフードと言われているものや、ヨーグルト、青汁など 

 

 

年代 人数 割合 

２０代以下 8 8.2% 

3０代 26 26.5% 

4０代 28 28.6% 

５０代 21 21.4% 

６０代 14 14.3% 

７０代以上 1 1.0% 

合計 98 100.0% 



別添（名古屋市情報提供資料） 

2 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○いわゆる「健康食品」とは 

いわゆる「健康食品」は、法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取されるもので、健康の維持・増進に特

別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しています。 

 

問 2 健康食品のイメージとして当てはまるものをお答えください。（複数選択可） 

 回答内容 件数 割合 

1 食品だから安心 17 17.3% 

2 薬の代わりになる  4 4.1% 

3 簡単に栄養補給ができて便利  46 46.9% 

4 病気の予防に効果がある 31 31.6% 

5 病状の改善に効果がある 14 14.3% 

6 美容やダイエットに効果がある 23 23.5% 

7 効果が期待できない 16 16.3% 

8 行き過ぎた宣伝・広告が目立つ 55 56.1% 

9 高額である 39 39.8% 

10 その他 2 2.0% 

その他の主な内容（２件） 

・病状の予防や改善の効果を期待したい。 

・健康被害が報告されるケースがあり、不安を感じる。 

 

 

 

 

 

 N=98 

61.2%

28.6%

41.8%

16.3%

40.8%

52.0%

3.1%

10.2%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

サプリメント・ビタミン剤

栄養ドリンク

健康茶・ダイエット茶

ダイエット食品

バランス栄養食

発酵食品

ゼロカロリー／カロリーオフ飲料（炭酸飲…

健康食品だと思う食品はない

その他

N=98 



別添（名古屋市情報提供資料） 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の設問以降では「健康食品」とは、「健康の保持増進に資する食品で、明らかに食品であると認識されるもの

（例：野菜、果物、菓子、納豆、ヨーグルト、茶など）を除いた、 錠剤やカプセル形態のもの」と定義し、回答してくだ

さい。 

 

問 3 あなたは、「健康食品」を利用していますか。 

 回答内容 件数 割合 

1 ほとんど毎日利用している 20 20.4% 

2 たまに利用している 21 21.4% 

3 以前は利用していたが、現在は利用していない 31 31.6% 

4 一度も利用したことはないが、興味はある 12 12.2% 

5 一度も利用したこともなく、興味もない 14 14.3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3%

4.1%

46.9%

31.6%

14.3%

23.5%

16.3%

56.1%

39.8%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

食品だから安心

薬の代わりになる

簡単に栄養補給ができて便利

病気の予防に効果がある

病状の改善に効果がある

美容やダイエットに効果がある

効果が期待できない

行き過ぎた宣伝・広告が目立つ

高額である

その他

ほとんど毎日利用している

20.4%

たまに利用している

21.4%
以前は利用していたが、現

在は利用していない

31.6%

一度も利用したことはな

いが、興味はある

12.2%

一度も利用したことも

なく、興味もない

14.3%

N=98 



別添（名古屋市情報提供資料） 
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問 4 「健康食品」の利用をやめたのはなぜですか。（複数選択可） 

< 問 3で３と回答した人のみ >：３１名 

 回答内容 件数 割合 

1 効果を感じなかったから 20 64.5% 

2 効果を感じすぎたから 0 0.0% 

3 期待していた効果と違う効果があったから 0 0.0% 

4 金額が高いから 16 51.6% 

5 おいしくないから 2 6.5% 

6 健康食品に興味がなくなったから 4 12.9% 

7 その他 3 9.7% 

その他の主な内容 （３件） 

・妊娠中に飲むサプリメントだったから、めんどくさい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 5 何種類の「健康食品」を併用しています(いました)か。 

< 問 3で 1、2又は 3と回答した人のみ >：72名 

 回答内容 件数 割合 

1 1種類のみ 40 55.6% 

2 2種類 20 27.8% 

3 3種類以上 12 16.7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1種類のみ

55.6%2種類

27.8%

3種類以上

16.7%

N=72 

64.5%

51.6%

6.5%

12.9%

9.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

効果を感じなかったから

金額が高いから

おいしくないから

健康食品に興味がなくなったから

その他

N=31 



別添（名古屋市情報提供資料） 

5 

問 6 「健康食品」を利用している（していた）目的は何ですか。（複数選択可） 

< 問 3で 1、2又は 3と回答した人のみ >：72名 

 回答内容 件数 割合 

1 体調維持 28 38.9% 

2 健康の増進 24 33.3% 

3 疲労回復 21 29.2% 

4 特定の栄養素の補給 25 34.7% 

5 病気の予防 11 15.3% 

6 病状の改善 6 8.3% 

7 美容（美肌、美白など） 20 27.8% 

8 痩身・ダイエット 8 11.1% 

9 老化予防 12 16.7% 

10 睡眠の質の向上 8 11.1% 

11 免疫力を上げるため 13 18.1% 

12 その他 0 0.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 7 「健康食品」の利用に際し、だれかに相談しましたか。（複数選択可） 

< 問 3で 1、2又は 3と回答した人のみ >：72名 

 回答内容 件数 割合 

1 医師に相談した 11 15.3% 

2 薬剤師に相談した 1 1.4% 

3 登録販売者へ相談した 2 2.8% 

4 栄養士に相談した 0 0.0% 

5 家族・知人に相談した 12 16.7% 

6 特に相談はしていない 46 63.9% 

7 その他 1 1.4% 

その他の内容 （1件） 

・勉強した 

N=72 
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問 8 「健康食品」をどこで入手しています（いました）か。（複数選択可） 

< 問 3で 1、2又は 3と回答した人のみ >：７２名 

 回答内容 件数 割合 

1 薬局・ドラッグストア 53 73.6% 

2 健康食品専門店・メーカー直売店 6 8.3% 

3 インターネットによる通信販売 23 31.9% 

4 チラシ・カタログ・ダイレクトメールによる通信販売 2 2.8% 

5 SNS（Facebook、Instagram 等）を利用した広告経由での

通信販売 

1 1.4% 

6 テレビショッピング 1 1.4% 

7 コンビニ・スーパーマーケット・百貨店 6 8.3% 

8 家族、知人から受け取った 0 0.0% 

9 その他 1 1.4% 

その他の内容 （１件） 

・病院 
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問 9 利用している（していた）「健康食品」に満足していますか。 

< 問 3で 1、2又は 3と回答した人のみ >：７２名 

 回答内容 件数 割合 

1 非常に満足 7 9.7% 

2 やや満足 23 31.9% 

3 満足とも不満とも言えない 38 52.8% 

4 やや不満 3 4.2% 

5 非常に不満 1 1.4% 
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